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市第 133 号議案 

   横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例の制定 

 横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例を次のように定める。 

   平成30年２月16日提出 

                 横浜市長 林   文 子 

横浜市条例（番号） 

   横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例 

 （目的） 

第１条 この条例は、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車

対策の総合的推進に関する法律（昭和55年法律第87号。以下「法

」という。）第５条第４項に規定する自転車等の大量の駐車需要

を生じさせる施設及び共同住宅等における自転車駐車場等の設置

及び管理に関し必要な事項を定めることにより、市民の生活環境

の保全及び都市機能の維持を図り、もって良好な都市環境の形成

に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、次に定めるもののほか、

法並びに建築基準法（昭和25年法律第 201 号）及び建築基準法施

行令（昭和25年政令第 338 号）の例による。 

(1) 自転車駐車場  一定の区画を限って設置される自転車の駐車

のための施設をいう。 

(2) 施設面積 別表第１(あ)欄に掲げる用途に供される施設におい

て、規則で定めるところにより算定される面積をいう。 

(3) 附置義務台数  この条例の規定により設置が義務付けられる

自転車駐車場に駐車できる自転車の必要最低限の台数をいう。 
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 (4) 不適用部分  第15条第１項又は附則第２項の規定により第９

  条に規定する附置義務規定の適用を受けない施設の部分をいう

  。 

（指定区域） 

第３条 法第５条第４項に規定する条例で定める区域（以下「指定

区域」という。）は、都市計画法（昭和43年法律第 100 号）第７

条第１項に規定する市街化区域とする。 

 （施設を新築する場合の自転車駐車場の設置） 

第４条 指定区域内において、別表第１(あ)欄に掲げる用途に供する

施設（単一の用途に供するものに限る。）で施設面積が同表(い)欄

に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当該施設を利用す

る者（以下「利用者」という。）による自転車の駐車の用に供す

るため、同表(う)欄に定めるところにより算定した附置義務台数（

その台数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた台数。

以下同じ。）以上の自転車を同時に駐車することができる規模の

自転車駐車場を、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷

地に到達するために歩行する距離がおおむね50メートル以内であ

る場所に設置しなければならない。ただし、当該附置義務台数未

満であっても自転車の駐車需要を満たすことができるものとして

規則で定める区域においては、当該附置義務台数に規則で定める

割合を乗じて得た台数を当該区域における附置義務台数とする。 

 （複合用途施設に係る自転車駐車場の規模） 

第５条 別表第１(あ)欄に掲げる用途のうち２以上の用途に供する施

設（以下「複合用途施設」という。）の新築（次条第３項に規定

する場合を除く。）については、同表(い)欄に掲げる規模にかかわ
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らず、当該２以上の用途ごとに同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同

表(う)欄に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台

数（その台数に１未満の端数があるときは、これを切り上げた台

数。以下同じ。）が20以上の場合に限り、当該合計した台数を当

該複合用途施設に係る附置義務台数とみなして、前条の規定を適

用する。 

 （大規模施設に係る自転車駐車場の規模） 

第６条 施設面積が 1,000 平方メートルを超える施設（生鮮食料品

等（野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般の消費者

が日常生活の用に供する食料品をいう。以下同じ。）を取り扱わ

ない小売店舗（大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第

２条第１項に規定する小売業を行うための施設をいう。以下同じ

。）にあっては、 500 平方メートルを超えるもの）の新築（次項

又は第３項に規定する場合を除く。）については、別表第２(あ)欄

に掲げる用途に応じ、同表(い)欄の施設面積の区分ごとに同表(う)欄

に定めるところによりそれぞれ算定した台数を合計した台数を当

該施設に係る附置義務台数とみなして、第４条の規定を適用する

。 

２ 前項に規定する施設のうち、その敷地の面積の２分の１を超え

る部分が都市計画法第８条第１項第１号に規定する商業地域であ

って容積率が10分の60以上である地域（以下「特定商業地域」と

いう。）内となるものの新築（次項に規定する場合を除く。）に

ついては、別表第２(あ)欄に掲げる用途に応じ、同表（い）欄の施設面

積の区分ごとに同表(え)欄に定めるところによりそれぞれ算定した

台数を合計した台数を当該施設に係る附置義務台数とみなして、
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第４条の規定を適用する。 

３ 複合用途施設であって当該複合用途施設に係る２以上の用途ご

との施設面積の合計が 1,000 平方メートルを超えるもの（施設面

積が 500 平方メートルを超える生鮮食料品等を取り扱わない小売

店舗を含む場合にあっては、当該複合用途施設に係る２以上の用

途ごとの施設面積の合計が 500 平方メートルを超えるもの）の新

築については、当該２以上の用途ごとに前２項の規定の例により

それぞれ算定した台数を合計した台数を当該複合用途施設に係る

附置義務台数とみなして、第４条の規定を適用する。 

 （施設を増築する場合の自転車駐車場の設置） 

第７条 指定区域内において、別表第１(あ)欄に掲げる用途に供する

施設について増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後

の当該施設全体の施設面積が同表(い)欄に掲げる規模のものである

場合（複合用途施設に係る増築にあっては、当該施設面積の用途

ごとに同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定めるところに

よりそれぞれ算定した台数を合計した台数が20以上の場合）には

、当該施設面積（不適用部分に係る面積を除く。）をもとに前３

条の規定により算定した附置義務台数から、現に存する当該施設

に係る自転車駐車場に駐車することができる台数を減じた台数以

上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場を

、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設の敷地に到達するた

めに歩行する距離がおおむね50メートル以内である場所に設置し

なければならない。 

 （共同住宅等に係る自転車駐車場の設置） 

第８条 指定区域内において、別表第３(あ)欄に掲げる用途に供する
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施設で同表(い)欄に掲げる規模のものを新築しようとする者は、当

該施設に居住する者（以下「居住者」という。）による自転車の

駐車の用に供するため、同表(う)欄に定めるところにより算定した

附置義務台数以上の自転車を同時に駐車することができる規模の

自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければなら

ない。 

２ 指定区域内において、別表第３(あ)欄に掲げる用途に供する施設

について増築をしようとする者は、当該増築の工事の完了後の当

該施設全体が同表(い)欄に掲げる規模のものである場合には、当該

施設の戸数又は室数（不適用部分に係るものを除く。）をもとに

前項の規定により算定した附置義務台数から、現に存する当該施

設に係る自転車駐車場に駐車することができる台数を減じた台数

以上の自転車を同時に駐車することができる規模の自転車駐車場

を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。 

 （施設の敷地が指定区域の内外にわたる場合の自転車駐車場の設

置） 

第９条 別表第１(あ)欄又は別表第３(あ)欄に掲げる用途に供する施設

の敷地が指定区域の内外にわたる場合は、当該施設の敷地の面積

の２分の１を超える部分が指定区域内となるときに、第４条から

前条までの規定（以下「附置義務規定」という。）を適用する。 

 （小規模共同住宅の所有者等の責務） 

第10条 指定区域内において、別表第３(あ)欄に掲げる用途に供する

施設であって同表(い)欄に掲げる規模に満たない規模のものを新築

しようとする者又は当該施設の増築をしようとする者で第８条第

２項の規定に基づく義務を負わないものは、居住者による自転車
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の駐車の用に供するため、当該新築又は当該増築の工事の完了後

の当該施設全体の同表(あ)欄に掲げる用途に応じて同表(う)欄に定め

るところにより算定した台数以上の自転車を同時に駐車すること

ができる規模の自転車駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置

し、当該自転車駐車場の構造及び設備を次条の規定に適合させ、

及び第16条の規定に従い当該自転車駐車場を管理するよう努めな

ければならない。 

２ 指定区域内に存する別表第１(あ)欄又は別表第３(あ)欄に掲げる用

途に供する施設の所有者又は管理者で、附置義務規定に基づく義

務を負わないもの（前項に規定する者を除く。）は、当該施設の

利用者又は居住者による自転車の駐車の用に供するための自転車

駐車場を設置するよう努めなければならない。 

３ 指定区域内に存する別表第１(あ)欄又は別表第３(あ)欄に掲げる用

途に供する施設の所有者又は管理者は、当該施設の利用者又は居

住者による原動機付自転車（道路交通法（昭和35年法律第 105 号

）第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車をいう。）の駐

車の用に供するため、一定の区画に限られた当該原動機付自転車

の駐車のための施設を設置するよう努めなければならない。 

 （自転車駐車場の構造及び設備） 

第11条 附置義務規定により設置される自転車駐車場の構造及び設

備は、規則で定める技術的基準を満たさなければならない。 

２ 附置義務規定により自転車駐車場を設置する者は、利用者又は

居住者が当該自転車駐車場を容易に利用できるようその位置及び

利用方法を表示しなければならない。 

 （自転車駐車場の設置の届出） 
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第12条 附置義務規定により自転車駐車場を設置しようとする者は

、規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を市長

に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとすると

きも、同様とする。 

(1) 自転車駐車場を設置しようとする者の氏名及び住所（法人に

あっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

） 

(2) 自転車駐車場の管理者を別に置く場合には、当該管理者の氏

名及び住所（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在

地及び代表者の氏名） 

(3) 新築又は増築をしようとする施設の用途及び施設面積 

(4) 設置する自転車駐車場の位置及び規模 

(5) 設置する自転車駐車場の構造及び設備 

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （自転車駐車場の設置の特例） 

第13条 第４条から第７条までの規定により当該施設について自転

車駐車場の設置に係る義務の存する施設（当該義務に基づき自転

車駐車場が設置されている施設を含む。）で２以上のものに係る

当該義務を負う者（当該義務に基づき自転車駐車場を設置してい

る者を含む。）は、規則で定めるところにより、当該２以上の施

設を一の施設とみなして、この条例の規定を適用して支障がない

旨の市長の認定を申請することができる。 

２ 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請に係る２

以上の施設が、次のいずれかに該当すると認める場合でなければ

、その認定をしてはならない。 
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(1) 当該２以上の施設の主要な出入口が一の道路（建築基準法第

43条第１項に規定する道路（道路法（昭和27年法律第 180 号）

第３条（第１号を除く。）に規定する道路にあっては、現況に

おいて形態のある有効幅員が 1.5 メートル以上のものを含む。

）をいう。以下同じ。）のうち道路交通法第８条第１項の規定

により自転車の通行が禁止されている部分（連続する区域の部

分に限り、日を限定して通行が禁止されているものを除く。）

その他これに類するものとして当該２以上の施設相互間の移動

が当該一の道路を徒歩で通行することによりおおむね行われる

と市長が認める道路の部分に接する場合 

 (2) 当該２以上の施設が、商店街振興組合法（昭和37年法律第14 

  1 号）第６条の規定による商店街振興組合の地区その他これに 

  類するものとして市長が認める地区内にあり、かつ、その主要 

  な出入口が当該地区内の道路に接する場合 

３  第１項の認定を受けた２以上の施設については、当該２以上の

施設を一の施設とみなして第４条から第７条まで、第11条、前条

、第16条から第18条まで及び第20条の規定を適用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第４条          別表第１(あ)欄に掲げる用途に  

供する施設（単一の用途に供  

するものに限る。）で施設面  

積が同表(い)欄に掲げる規模の  

ものを新築しようとする者は  

、当該施設         

第13条第１項の認定を受けた  

者は、当該認定に係る施設（  

以下「認定施設」という。）  

ため、           ため、当該認定施設（不適用  

部分を除く。）の別表第１(あ)  
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 欄に掲げる用途に応じて   

を、当該施設        を、当該認定施設のいずれか  

の施設           

当該施設の         当該認定施設のいずれかの施  

設の            

第５条          施設（以下「複合用途施設」  

という。）の新築      

認定施設（以下「複合用途認  

定施設」という。）     

当該複合用途施設      当該複合用途認定施設    

第６条第１項       超える施設         超える認定施設       

もの）の新築        もの）           

当該施設          当該認定施設        

第６条第２項       施設の           認定施設の         

敷地の           敷地の全ての        

部分            面積            

ものの新築         もの            

を当該施設         を当該認定施設       

第６条第３項       複合用途施設        複合用途認定施設      

もの）の新築        もの）           

第７条          別表第１(あ)欄に掲げる用途に  

供する施設         

認定施設          

 当該施設全体の施設面積が同  

表(い)欄に掲げる規模のもので  

ある場合（複合用途施設に係  

る増築にあっては、当該施設  

面積の用途ごとに同表(あ)欄に  

掲げる用途に応じて同表(う)欄  

に定めるところによりそれぞ  

れ算定した台数を合計した台  

数が20以上の場合）には、当  

該             

当該認定施設全体の     
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 当該施設に         当該認定施設に       

 を、当該施設        を、当該認定施設のいずれか  

の施設           

 当該施設の         当該認定施設のいずれかの施  

設の            

第12条第１号       氏名）           氏名）並びに自転車駐車場を  

設置しようとする者が複数の  

場合にあっては、これらの者  

の代表者の氏名（法人が代表  

者となる場合にあっては、そ  

の名称及び代表者の氏名）  

第12条第３号       新築又は増築をしようとする  

施設            

認定施設          

第17条第１項       施設            認定施設          

 
 

（認定の取消し） 

第14条 市長は、次に掲げる場合には、前条第１項の認定を取り消

すことができる。 

(1) 前条第１項の認定を受けた者が、同条第３項の規定により読

み替えて適用される第４条から第７条まで、第11条又は第16条

の規定に違反したとき。 

(2) 前条第１項の認定を受けた者（当該認定を受けた者が複数で

あるときは、そのいずれか）から認定の取消しの申出があった

とき。 

２ 市長は、前条第１項の認定を受けた施設が滅失その他の事情に

より同項の要件に該当しなくなったときは、当該認定を取り消す

ものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により認定を取り消したときは、速やか

に、その旨を当該認定を受けた者に通知するものとする。 
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 （適用除外） 

第15条 この条例の施行の日以後新たに指定区域となった区域内に

おいて、指定区域となった日から起算して６月を経過した日前に

新築又は増築の工事に着手した施設については、附置義務規定を

適用しない。 

２ 自転車の大量の駐車需要を生じさせない施設として規則で定め

るものに該当することについて市長の承認を受けた者については

、附置義務規定を適用しない。 

 （自転車駐車場の管理） 

第16条 附置義務規定により自転車駐車場を設置している者又はそ

の管理者は、当該自転車駐車場の敷地、構造及び設備並びに規模

について、常時その設置の目的に適合するように管理しなければ

ならない。 

 （立入検査） 

第17条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、施

設若しくは自転車駐車場の所有者若しくは管理者から報告若しく

は資料の提出を求め、又はその職員に施設若しくは自転車駐車場

に立ち入り、検査をさせることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め

られたものと解してはならない。 

 （措置命令） 

第18条 市長は、第４条から第８条まで、第11条又は第16条の規定
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に違反した者に対して、相当の期限を定めて、自転車駐車場の設

置、原状回復その他の当該違反を是正するために必要な措置をと

ることを命ずることができる。 

 （委任） 

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で定める。 

 （罰則） 

第20条 第18条の規定による命令に違反した者は、 500,000 円以下

の罰金に処する。 

２ 次のいずれかに該当する者は、 200,000 円以下の罰金に処する

。 

(1) 第17条第１項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、

又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者 

(2) 第17条第１項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した

者 

３ 第12条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、

100,000 円以下の罰金に処する。 

４ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前３項の違反

行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても前３項の罰金刑を科する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成30年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 
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２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して

１年を経過した日前に新築又は増築に係る建築基準法第６条第１

項若しくは第６条の２第１項に規定する建築基準関係規定に適合

することについての確認の申請又は同法第18条第２項に規定する

建築主事への計画の通知が行われ、施行日から起算して３年以内

に工事に着手した施設については、附置義務規定を適用しない。 

（横浜市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正） 

３ 横浜市自転車等の放置防止に関する条例（昭和60年４月横浜市

条例第16号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項を削る。 

別表第１（第２条第２号、第４条、第５条、第７条、第９条、第10

条第２項及び第３項） 

      （あ）             (い)             （う）       

    施設の用途         施設の規模     自転車駐車場の設置の基準  

小売店舗          

飲食店・カラオケボックス等  

レンタルビデオ店      

劇場等           

病院・診療所        

銀行            

郵便局           

官公署等          

施設面積が400平方メートル  

以上のもの         

施設面積20平方メートルご 

とに１台         

遊技場           

学習施設          

施設面積が300平方メートル  

以上のもの         

施設面積15平方メートルご 

とに１台         

スポーツ施設        施設面積が500平方メートル  

以上のもの         

施設面積25平方メートルご 

とに１台         

 

（備考） 

  １ この表において「飲食店・カラオケボックス等」とは、 
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   飲食店、料理店、喫茶店及びカラオケボックスをいう。 

  ２ この表において「レンタルビデオ店」とは、映画、音楽 

   その他これらに類するものを記録したビデオテープその他 

   の記録媒体を貸し付け、店舗外に持ち出させる営業を行う 

   ための施設をいう。 

  ３ この表において「劇場等」とは、劇場、映画館、演芸場 

   、観覧場及び公会堂をいう。 

  ４ この表において「病院・診療所」とは、医療法（昭和23 

   年法律第 205 号）第１条の５第１項に規定する病院、同条 

   第２項に規定する診療所その他これらに類する施設で規則 

   で定めるものをいう。 

  ５ この表において「銀行」とは、銀行法（昭和56年法律第 

   59号）第２条第２項に規定する銀行業又は信用金庫法（昭 

   和26年法律第 238 号）第２条に規定する金庫の事業を行う 

   ための施設であって店舗部分を有するものをいう。 

  ６ この表において「郵便局」とは、郵便法（昭和22年法律 

   第 165 号）の規定により行う郵便の業務及び簡易郵便局法 

   （昭和24年法律第 213 号）第２条に規定する郵便窓口業務 

   を行うための施設をいう。 

  ７ この表において「官公署等」とは、警察署、税務署、国 

   又は地方公共団体の事務所又は支庁若しくは支所、図書館 

   、集会場その他これらに類する施設で規則で定めるものを 

   いう。 

  ８ この表において「遊技場」とは、風俗営業等の規制及び 

   業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第 122 号）第 
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   ２条第１項第４号又は第５号に規定する営業を行うための 

   施設、競馬法（昭和23年法律第 158 号）第６条第１項に規 

   定する勝馬投票券を発売する施設その他これらに類する施 

   設で規則で定めるものをいう。 

  ９ この表において「学習施設」とは、専修学校、学習塾、 

   予備校、自動車教習所その他これらに類する施設（スポー 

   ツ施設を除く。）で規則で定めるものをいう。 

  10 この表において「スポーツ施設」とは、スポーツジム、 

   フィットネスクラブ、ボーリング場、スケート場、水泳場 

   、スポーツの練習場その他これらに類する施設で規則で定 

   めるもののうち、営業の用に供するもの（劇場等を除く。 

   ）をいう。 

別表第２（第６条第１項及び第２項） 

    （あ）        （い）       （う）       （え）    

 

   施設の用途    

 

 

 施設面積の区分  

 

 

自転車駐車場の設置 

の基準       

特定商業地域におけ 

る自転車駐車場の設 

置の基準      

小売店舗（生鮮食料品  

等を取り扱うものに限  

る。）        

1,000平方メートル  

までの部分     

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   

1,000平方メートル  

を超え10,000平方  

メートルまでの部  

分  

施設面積100平方メ  

ートルごとに１台  

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

10,000 平方メート  

ルを超える部分   

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

小売店舗（生鮮食料品  

等を取り扱うものを除  

500平方メートルま  

での部分      

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   
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く。）        500平方メートルを  

超え10,000平方メ  

ートルまでの部分  

施設面積400平方メ  

ートルごとに１台  

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

10,000 平方メート  

ルを超える部分    

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

飲食店・カラオケボッ  

クス等        

レンタルビデオ店   

劇場等        

病院・診療所     

銀行         

郵便局        

官公署等       

1,000平方メートル  

までの部分     

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   

施設面積20平方メー 

トルごとに１台   

1,000平方メートル  

を超え5,000平方メ  

ートルまでの部分  

施設面積100平方メ  

ートルごとに１台  

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

5,000平方メートル  

を超える部分    

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

遊技場        1,000平方メートル  

までの部分     

施設面積15平方メー 

トルごとに１台   

施設面積15平方メー 

トルごとに１台   

1,000平方メートル  

を超え5,000平方メ  

ートルまでの部分  

施設面積15平方メー 

トルごとに１台   

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

5,000平方メートル  

を超える部分    

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

学習施設       1,000平方メートル  

までの部分     

施設面積15平方メー 

トルごとに１台   

施設面積15平方メー 

トルごとに１台   

1,000平方メートル  

を超え5,000平方メ  

ートルまでの部分  

施設面積75平方メー 

トルごとに１台   

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

5,000平方メートル  

を超える部分    

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

スポーツ施設     1,000平方メートル  

までの部分     

施設面積25平方メー 

トルごとに１台   

施設面積25平方メー 

トルごとに１台   

1,000平方メートル  

を超え5,000平方メ  

ートルまでの部分  

施設面積125平方メ  

ートルごとに１台  

(う)欄により算定した 

台数に４分の３を乗 

じて得た台数    

5,000平方メートル  

を超える部分    

施設面積にかかわら 

ず０台       

施設面積にかかわら 

ず０台       

 
（備考） 
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この表における施設の用途の意義は、別表第１備考に定め 

るところによる。 

別表第３（第８条―第10条） 

    （あ）         （い）             （う）         

   施設の用途       施設の規模       自転車駐車場の設置の基準    

共同住宅       住戸の総数が10戸以上  

のもの        

一区画の専有面積が、30平方メートル  

以下の住戸１戸ごとに0.5台、30平方  

メートルを超える住戸１戸ごとに１台  

とする。              

寄宿舎        住室の総数が10室以上  

のもの        

１人用の住室１室ごとに0.5台、複数  

人用の住室１室ごとに１台とする。  

 
 

提 案 理 由 

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に

関する法律に規定する自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設及

び共同住宅等に自転車駐車場の附置を義務付けるとともに、当該自

転車駐車場の管理に関し必要な事項を定める等のため、横浜市自転

車駐車場の附置等に関する条例を制定したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 自 転 車 等 の 放 置 防 止 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

（ 鉄 道 事 業 者 等 の 責 務 ） 

第 ７ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

                               
２  公 共 施 設 、 商 業 施 設 、 娯 楽 施 設 等 自 転 車 等 の 大 量 の 駐 車 需 要 を 

                               
生 じ さ せ る 施 設 の 設 置 者 は 、 当 該 施 設 の 利 用 者 の た め に 必 要 な 自 

                      
転 車 駐 車 場 の 設 置 に 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

   自 転 車 の 安 全 利 用 の 促 進 及 び 自 転 車 等 の 駐 車 対 策 の 総 合 

的 推 進 に 関 す る 法 律 （ 抜 粋 ） 

 （ 自 転 車 等 の 駐 車 対 策 の 総 合 的 推 進 ） 

第 ５ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

４  地 方 公 共 団 体 は 、 商 業 地 域 、 近 隣 商 業 地 域 そ の 他 自 転 車 等 の 駐

車 需 要 の 著 し い 地 域 内 で 条 例 で 定 め る 区 域 内 に お い て 百 貨 店 、 ス

ー パ ー マ ー ケ ッ ト 、 銀 行 、 遊 技 場 等 自 転 車 等 の 大 量 の 駐 車 需 要 を

生 じ さ せ る 施 設 で 条 例 で 定 め る も の を 新 築 し 、 又 は 増 築 し よ う と

す る 者 に 対 し 、 条 例 で 、 当 該 施 設 若 し く は そ の 敷 地 内 又 は そ の 周

辺 に 自 転 車 等 駐 車 場 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 旨 を 定 め る こ と が

で き る 。 

（ 第 ５ 項 及 び 第 ６ 項 省 略 ） 

 


